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＊＊組合目的＊＊ 

(商 業）組合員の経営安定及び合理化の推進 

(協 同）組合員の為に必要な共同事業の推進 

 

のずる 

組 合 員 各位 
岡山県石油商業組合   
理事長 安原 秀 

  
ＳＳビジネス見本市（愛媛県松山市 全石連 全国総会開催） 

に係るご参加について（お願い） 
 
標記の件、令和６年度の全石連通常全国総会が愛媛県松山市において開催されます。 
全国総会は、全国の支部エリアごとの持ち回りで、令和５年度は中国支部エリア、広島市で開催さ

れました。毎年、「ＳＳビジネス見本市」が同時開催されることとなっており、主な出店企業・団体
先は元売数社ほか、タイヤ、オイル、洗車機、ＰＯＳシステム、ガソリン計量機、油水分離排水処理
機、カー用品、中古車販売システム、ニュービジネス提案会社等、５０社団体が予定されておりま
す。 
この度、岡山県石油商業協同組合が７０周年を迎えたことを記念して、ビジネス見本市にご来場

の方は、後日支部経由で、特別に組合より参加者１名あたり３０，０００円を負担させて頂きます。
日々ご多忙のこととは存じますが、主旨ご理解下さりご参加方よろしくお願い申し上げます。 
 なお、参加を希望される方は４月３０日(火)までに各支部長様へお申込下さい。 
支部活動停止エリアの方は、事務局へ参加のご連絡をください。 
 
 ※参加者が６０人に達した場合は、先着順にて調整をさせていただくことがあります。 
 ※当日参加はできますが、参加者名簿に記載されていない方の参加費はお支払い致しません。 
 ※名簿記載の参加者は当日、見本市会場で岡山県の受付を必ずして下さい。 
 
〇全国総会開催日時；令和６年６月１３日（木）入場無料 

〇ＳＳビジネス見本市；愛媛国際貿易センター「アイテムえひめ」松山市大可賀２丁目１－２８ 

・開催時間；午前９:３０ ～ 午後４：３０ 

・出展企業数；５０企業 

、団体  

 ※当日、事務局はお手伝いの為、不在となります。ご不便をお掛け致しますが、 

ご協力の程よろしくお願いいたします 

「燃料油価格激変緩和対策事業」･ガソリン補助金の延長について   全 石 連 
 

燃料油価格激変緩和対策事業（以下、補助事業）につきまして、２０２３年９月に制度変更が行われ、

現行制度として 2024 年４月末までの期限で実施されておりますが、齋藤経済産業大臣は３月２９日

に記者会見を行い、補助事業の実施期間を一定期間延長することを発表しました。具体的な延長期間

については、現在のところ示されておりません。（詳細がわかり次第、組合ＨＰに掲載する予定です） 

補助額の支給率や補助上限額など制度内容につきまして、現行制度から変更はございません。 

 全石連では引き続き政府に対して、①補助事業の継続もしくは終了に関する早期の情報提供と周知

徹底、②補助事業が終了する場合には、ソフトランディングできる出口戦略の策定と円滑な市場価格

への転嫁のための廉売防止を、要望して参ります。 
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会 議 予 定     

 開催日 会 議 名 時  間 場  所 

５月 ２３日（木） 
軽油組合 総会 
石油組合 総代会 

１３時３０分～ 
１４時００分～ 

 岡山南ふれあいセンター                                                                                                                                 

● A d B l u e ( 高 品 位 尿 素 水 ) 新 規 組 合 員 様 の ご 注 文 受 付 中 ● 

○予告‼６月は夏先取りフェアでロール紙、洗車タオルがお安くなります○ 

令和５年度補正予算（予算額：約８９億円） 

SS 等の地域配送拠点における災害対応能力強化事業のご案内 
 
○補助対象設備            ○補助率：中小企業 2/3 非中小企業 1/3 
 ・燃料貯蔵タンク等の大型化等 
 ・燃料貯蔵タンク等の修繕(漏えい防止等対策含む) 
 ・ベーパー回収設備 
 ・緊急配送用ローリー 

（ﾛｰﾘｰのみの運営者は不可。油槽所はﾛｰﾘｰ、燃料貯蔵ﾀﾝｸを所有していること） 
 ・POS システム（ソフトウェア、両替機、基盤･部品交換等は不可） 
 ・灯油タンク等スマートセンサー 

○申請要件 
 ・申請給油所等が中核 SS、住民拠点 SS 又は BCP 策定済であること 
 ・給油所又は油槽所等のうち４ヵ所が上限となり、１ヵ所につき４設備まで 

○申請期間 
 ２０２４年３月２８日(木)～２０２４年 5 月１７日(金) ※石油協会到着日 

岡山県組合は、令和６年５月１５日(水)午後３時まで(組合締切)にまでご提出下さい。 

※申請管理シート、申請チェックリストも申請書類と一緒にご提出ください。 
※予算を超える申請がある場合は、予算の範囲内に按分となりますので、交付決定まで
に相応の日数を要します事ご了承ください。 

○実績報告書提出期限について(期限厳守) 
≪岡山県組合締切 ２０２５年２月５日(水)≫ ※午後３時までにご提出をお願いします。 

※補助事業完了後(工事代金の支払)、原則３０日以内に実績報告書をご提出下さい。 

土壌汚染検知検査補助事業（地下タンク検査） 
申請受付開始になりましたら、検査事業者へご連絡致しますので、HP 等随時ご確認下さい。 

令和６年度  自動車整備士年間予定表を本社のみ同封しております。 

注意：技術講習を受講される方は、事前にお問合せ下さい。人数制限の可能性があります。 

受講者が極端に少ない場合は取りやめることがあります。お問合せ・申込は石油組合まで 

🔶🔶🔶 令和６年 度 危 険 物 取 扱 者 試 験 日 程 🔶🔶🔶 
 

試 験 日 6 月 23 日(日） 10 月 27 日(日) 7 年 2 月 9 日(日) ◆試験案内と願書は、願書受付の

約 1 ｹ月前から市町村の消防局、

消防本部（署）又は(一財)消防試

験研究センター岡山県支部で配

布します。 

＜お問合せ＞ 086-227-1530 

(一財)消防試験研究センター 

岡山市北区内山下 2-11-16  

小山ビル 4F 

書面・電子 

願書受付期間 

4 月 15 日(月)～ 

4 月 25 日(木)迄 

8 月 26 日(月)～ 

9 月 5 日(木)迄 

12 月 9 日(月)～ 

12 月 19 日(木)迄 

試験種類 甲 ･ 乙 ( 1～6 ) ･ 丙 

試験会場 
岡山市・津山市 

（倉敷市は高校生のみ） 
岡山市 
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給油所石油製品市場週動向調査 （小売価格） 
資源エネルギー庁石油部 

（令和 6 年 4 月 1 日調）                  委託先：〔財〕日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所石油情報センター 

経済局 
油 種 

北海道 東 北 関 東 中 部 近 畿 中 国 四 国 
九州及
び沖縄 全 国 

揮発油 ハイオク 186.2 183.9 185.1 185.8 184.2 184.5 185.0 188.5 185.4 

(店 頭) レギュラー 174.7 172.8 174.5 174.8 173.2 173.7 174.4 177.9 174.6 

軽 油 店 頭 157.5 153.8 153.6 154.8 151.6 155.2 152.3 157.3 154.2 

灯 油 

店 頭 2,127 2,020 2,105 2,103 2,075 2,127 2,070 2,173 2,100 

(￥/㍑) (118.2) (112.2) (116.9) (116.8) (115.3) (118.2) (115.0) (120.7) (116.7) 

配 達 2,176 2,164 2,316 2,268 2,264 2,326 2,249 2,324 2,274 

(￥/㍑) (120.9) (120.2) (128.7) (126.0) (125.8) (129.2) (124.9) (129.1) (126.3) 

（注１） 上記は一般客向け現金価格（消費税含む総額表示） 
（注２） 令和元年 10月から消費税（揮発油・灯油は 10％、軽油は軽油引取税抜き価格の 10％）を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給油所石油製品市場週動向調査 

（ 岡 山 県 ３ 月 ・ ４ 月 小 売 価 格 ） 

(財)日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所石油情報ｾﾝﾀｰ調 

経済局 
油種 

３/２５日 ４/１日 

揮発油 ﾊ ｲ ｵ ｸ ￥ / ㍑ 180.4 180.1 

(店 頭) ﾚｷﾞｭﾗｰ￥/㍑ 169.5 169.2 

軽 油 店  頭 ￥ / ㍑ 148.6 148.2 

 

灯 油 

店頭￥/18 ㍑ 2,063 2,065 

（￥/㍑） (114.6) (114.7) 

配達￥/18 ㍑ 2,278 2,277 

（￥/㍑） (126.5) (126.5) 
 

【ＰＲＴＲ制度による令和５年度分の排出量の届出について】 
令和６年届出（期間 R6.4／1～ 6／30）、届出の対象となる化学物質の年間取扱量を計算して提出

をお願いいたします。※電子申請等、詳しくは岡山県ＨＰをご参照ください。 

提出先：岡山市 倉敷市 新見市は各市役所、それ以外は各県民局環境課（備前／備中／美作） 

産業廃棄物管理票 (紙 ﾏ ﾆ ﾌ ｪ ｽ ﾄ )を交付する事業者の皆様へ 
岡山県・岡山市・倉敷市からのお知らせ 

産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、前年度における 産 業 廃 棄 物 管 理 票
（紙マニフェスト）を交付した事業者は、事業場ごとに 6 月 30 日までに、前年度交付した紙マニ
フェストの交付等の状況に関する「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を知事（岡山市内・倉敷
市内の事業場は各市の産業廃棄物対策課、その他は各県民局）に提出する必要があります。 

詳しくは岡山県生活環境部循環型社会推進課  電話０８６－２２６－７３０８ 

○返送されたマニフェストは、全て５年間保存が必要です。   

○排出事業者控（Ａ票）も一緒に保存することが望ましいです。 

荷 卸 し 立 会 い ・ 販 売 油 種 
取 り扱い等に関す る周知のお願い 

全 石 連 
 
３/５～7 日、 福島県いわき市のガソリン

スタンドでガソリンが混入した灯油を約 2,000

リットル販売(88 件)し、大騒ぎとなりました。 

大部分は回収され大事には至りませんでした。

原因は灯油の地下タンクに誤ってガソリンを入

れた、荷卸し時の立会の確認不足によるものと

思われます。給油取扱所等における危険物

荷卸し時の相互立会につきましては、消防法

第１３条に基づき、実施が義務付けられてお

ります。皆様方も必ず実施していただきますよう

お願い致します。 
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令 和 ６ 年 岡 山 県 交 通 安 全 年 間 ス ロ ー ガ ン 主唱：岡山県交通安全対策協議会 

( 運 転 者 に 対 す る も の ) 「 安 全 は  一 人 一 人 の  思 い や り 」 
○ 晴 れ の 国 「 ゆ ず る ・ と ま る ・ ま も る 」 で 日 本 一  

＊＊発 行 所＊＊        岡山県石油商業組合・岡山県石油商業協同組合 

〒700-0953 岡山市南区西市 110-1  Tel:086-246-2040 Fax:086-246-2151 

岡山県石油商業組合ホームページ  U R L ： h t t p : / / www . o k a y am a - s e k i s h o . o r . j p / 

≪閑話休題(かんわきゅうだい)≫     【川上 事務局長より毎回連載予定】 
相変わらずの政治家の「不適切な発言」が続いている。今年になっても２月に麻生副総裁の「そん

なに美しい方とは思わない」発言。３月には二階元幹事長の「バカヤロウ」発言。内容は少し違うが
岸田総理の「異次元・前例のない・大胆な・火の玉となって」発言等々。我々が本当に政治家に求め
ているのは“ユーモアでも誇大表現”でもなく『有限実行』ただこれだけ。 

ク ー ルビ ズ 県民 運 動 【 期 間 ５ ／ １ ～ １ ０ ／ ３ １ 】 岡 山 県 環 境 文 化 部 長 

【ノーネクタイ等、夏の軽装に象徴される「クールビズ」に努めましょう】 

○ 事務所や会議室における冷房温度は、２８℃にし、クールビズ等軽装に努める。 

○ 家庭でも冷房温度は２８℃にし、また、冷房に頼らないライフスタイルを心がける。 

○ その日の気候や体調に合わせて判断し、無理のない範囲で行うようにして下さい。 

春 の 交 通 安 全 県 民 運 動 岡山県・岡山県交通安全対策協議会 
期  間   ４月６日(土)～４月１５日(月)までの 10 日間 
スローガン《 交 通 ル ー ル 守 っ て 笑 顔 晴 れ の 国 》 
重点目標 ☆横 断 歩 行 者 優 先 の 徹 底 
☆自転車の安全利用とヘルメット着用に向けた理解の促進   
☆運転中のスマートホン等使用禁止の徹底  ☆スピードダウンの励行 
※ 各 Ｓ Ｓ に て ド ラ イ バ ー の 皆 さ ん へ 安 全 運 転 の 呼 び か け を お 願 い し ま す 。 

★交通事故ゼロを目指す日  ４月１０（水）★ 

令和６年度 自動車税の納期内納付ポスターの掲示について(ご依頼) 

岡山県総務部税務課より広く県民の皆様に周知するため、ポスター掲示の協力依頼がありました。

お手数ですが、同封しておりますポスター掲示にご協力下さいますようお願い致します。 

改正障害者差別解消法の施行および「経済産業省所管事業分野における 

      障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」周知のご依頼 
 

 内閣府が所管する「障害者差別解消法」の改正法が 4月 1日に施行され、これまで努力義務とさ

れていた民間事業者における「障害者への合理的配慮の提供」が「義務化」されました。 
 
石油販売業界における合理的配慮の例としては、セルフ SS において「障害者より要望があった

場合には、法令遵守等の安全確保を前提として給油の補助を行う」等の対応が挙げられます。仮に

こうした要望を受けた際に、安全確保の観点から即座に給油補助ができないような場合には、障害

者に丁寧に状況を説明し、少々お待ちいただいた後に補助を行う等の「建設的対話」を通じた代替

的措置の検討をしていく必要があります。 

また、経済産業省では、所管事業分野の事業者が適切に対応するための一助となるよう、法律

の趣旨や基本的な考え方、合理的配慮の具体例などを「経済産業省所管事業分野における障害を

理由とする差別の解消の推進に関する対応指針（以下、対応指針）」として公表しております。 

つきましては、組合員各位におかれましても対応指針をご確認いただくとともに、従業員へご周

知のうえ、各店舗で改正障害者差別解消法の趣旨に沿った運用がなされるよう、ご対応方よろしく

お願い致します。  ※詳細は組合ホームページにて掲載しております。 


